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第１章 基本的事項 
 

１ 計画目的 

日向東臼杵広域連合（以下「広域連合」という。）では、地球温暖化対策の推進に関

する法律（以下「法」という。）第２１条に基づき、省エネ・省資源、廃棄物の減量化

などに関わる取組みを推進し、事務及び事業に伴う温室効果ガス排出量を削減すること

を目的に、日向東臼杵広域連合地球温暖化対策実行計画（以下「実行計画」という。）

を策定し、取組みを推進していきます。 

 

法第２１条(抜粋)  

第２１条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即し

て、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減

等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定する

ものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 地方公共団体実行計画の目標 

三 実施しようとする措置の内容 

四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

１３ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、

単独で又は共同して、これを公表しなければならない。 

１５ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行

計画に基づく措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を

公表しなければならない。 

 

２ 基準年度及び計画期間 

基準年度は、令和４年度（※活動量が適切に把握できる年度）とし、計画期間を 

令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。 

なお、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化等により、必要に応じて 

見直しを行うものとします。 

 

３ 対象範囲 

実行計画の対象範囲は、広域連合が行うすべての事務及び事業を対象とします。 

 

（施設等一覧） 

１ 広域連合事務局 日向市大字富高２１９２番地 

２ 清掃センター 日向市大字富高２１９２番地 

３ 日向地区斎場東郷霊苑 日向市東郷町山陰丙６１９番地 

 

４ 対象とする温室効果ガス 

法で定められた削減対象となる７つの温室効果ガス（二酸化炭素（ＣＯ2）、メタン（Ｃ

Ｈ4）、一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカー

ボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ6）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）のうち、排出量の多く

を占めている二酸化炭素（ＣＯ2）を対象として取組みを推進していきます。 
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第２章 二酸化炭素の排出状況及び削減目標 
 

１ 二酸化炭素の排出状況 

 

令和４年度（基準年度）における温室効果ガス（二酸化炭素）の排出状況 

排出要因 使 用 量 排出量（kg-ＣＯ2） 構成比（％） 

電  気 2,024,693kＷh 880,741 79.29 

ガソリン 643Ｌ 1,492 0.13 

灯  油 78,000Ｌ 194,220 17.49 

軽  油 558Ｌ 1,440 0.13 

Ａ 重 油 12,000Ｌ 32,520 2.93 

ＬＰガス 110.1㎥ 330 0.03 

計  1,110,743 100.00 

 

２ 削減目標 

広域連合は、計画期間中に温室効果ガスのうち二酸化炭素総排出量を、令和４年度を

基準として令和１０年度までに５％削減することを目標とします。 

 

対象とする 

温室効果ガス 

基準年度排出量 

（令和４年度） 

削減目標 目標年度排出量 

（令和１０年度） 

二酸化炭素 

（ＣＯ2） 
1,110,743kg-ＣＯ2 △５％ 1,055,206kg-ＣＯ2 

 

 

※ 国が定めた温室効果ガスの削減目標は、2013年度（平成25年度）を基準として、2030年

度（令和 12 年度）までに 51％（業務その他部門）の削減目標となるが、日向東臼杵広域連

合の2013年度（平成25年度）のＣＯ2排出量は、1,377,383kg-ＣＯ2であり、2022年度（令

和４年度）では約19％削減している。 

計算上は、残る 32％を 2024～2030 年度にかけて削減するということになるが、清掃セン

ターが建設から 30 年が経過しており 32％の削減は困難であることから、上記の削減目標を

設定した。 
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第３章 取組内容 
 

１ 日常業務に関する取組みと省資源の推進 

実行計画では、職員ひとり一人の環境配慮意識の向上が重要であり、次に示す取組み

を励行することが重要です。職員ひとり一人による省エネ活動等を積極的に実践してい

きます。 

 

（日常業務に関する取組み） 

項目 取組内容 

空調設備 

・適正な温度設定 

・使用期間、使用時間の抑制  

・室温調整のためにブラインド等の効率的な活用 

・定期的な清掃、点検  

・クールビズ・ウォームビズの実施 

給排水・給湯 
・給湯時間の短縮 

・ポット使用等の抑制（退庁時電源の遮断等） 

照明機器 

・始業前は、必要最小限の照明 

・昼休みの一斉消灯、残業時の部分点灯 

・計画的な業務執行による時間外勤務の短縮 

ＯＡ機器 

・使用しない機器のコンセントは抜く 

・省エネモードの設定 

・業務終了後、支障のない機器の電源オフ 

公用車 

・エコドライブの実施 

・カーエアコンの効率的な利用 

・タイヤの空気圧の調整、車両点検等 

 

（省資源の推進） 

項目 取組内容 

用紙類 

・両面コピー、両面印刷、裏面利用の実施 

・縮小印刷を活用 

・文書、資料の共有化、簡略化 

・コピー機使用後のリセット徹底 

廃棄物 

リサイクル 

・不用意なごみの削減 

・ごみの分別、資源化の徹底 

・使い捨て容器等の使用自粛 

・封筒、ファイルなどの再利用促進 

・プリンターのトナーカートリッジの回収とリサイクル 

・適正な在庫管理による物品購入 

物品購入 
・グリーン購入の推進 

・詰替え可能な製品の購入 
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２ 施設等の保守・管理等に関する取組み 

施設等の設備機器の買い替えの際に、温室効果ガス排出量の少ない設備機器に買い替

えることが最も大きな効果を発揮しますが、それだけでなく、当該設備機器の運用改善、

運転制御や補修・改修工事の際の工夫でも、大きな効果を得ることができます。事務局

職員等は次の取組みを推進します。 

 

（施設等の保守・管理に関する取組み） 

項目 取組内容 

空調設備 

・適正な温度設定 

・使用期間、使用時間の抑制 

・定期的な点検、整備及び適正な運転管理 

・フィルター等の定期的な清掃 

照明機器 ・定期的な保守及び点検 

コピー機器 ・用紙使用量の把握及び管理 

その他 ・正確な使用量の把握及び管理 

 

（施設等の設備・機器の導入、更新に関する取組み） 

項目 取組内容 

空調設備 ・省エネ型の空調設備への更新 

受変電設備 
・エネルギー損失の少ない変圧器への更新 

・デマンド制御の導入（ピーク電力の削減） 

照明機器 
・省エネ型の照明機器の導入 

・ＬＥＤ照明への更新 

建物 
・省資源、省エネ型の電気、機械設備の導入 

・断熱性の高い材料の採用及び構造の整備 

その他 

・施設の更新時等における再生可能エネルギー等の導入に 

ついて検討 

・公用車更新時等における低公害車・低燃費車の導入の検討 
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第４章 計画の推進と点検・評価 
 

１ 推進体制 

推進体制（推進責任者、推進員、事務局）を設け、計画の着実な推進と進行の管理を

行います。 

事務局は全体のエネルギー使用量を把握し、計画の進捗状況の把握を行い、推進責任 

者において年１回の点検評価を行います。 

 

（推進体制表） 

区分 構成 役割 

推進責任者 事務局長 
計画の策定、見直し 

計画の推進・点検 

推進員 

事務局 総務係長 

職員への連絡調整 

所属内における計画の周知 

計画の推進 

取組状況の管理・点検 

エネルギー使用量の把握 
東郷霊苑 業務第１係長 

清掃センター 業務第２係長 

事務局  総務係 
計画全体の推進 

総合的な進行管理 

 

２ 計画の進行管理・公表 

（１）実行計画の進捗状況の調査・集計 

事務局は、毎年度、全体の取組状況や温室効果ガス総排出量等を調査・把握し、

進捗状況を集計します。また、推進責任者は総合的な立場で評価を行います。 

（２）実行計画の進捗状況の公表 

事務局は、実行計画の進捗状況及び直近年度の温室効果ガス排出量について、 

広域連合のホームページ等により年１回公表します。 


